
 
 

1 

公益社団法人東京都学校歯科医会 
令和 8 年度（2026 年度） 

「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」 
作 品 募 集 要 項 

【各地区の募集方法】 
公益社団法人東京都学校歯科医会が、地区学校歯科医会または地区歯科医師会を通じて、

図画・ポスター作品を募集します。応募団体におかれましては、各地区の実情に応じた募

集方法により、地区行政担当者と協議のうえ、広く募集をお願いいたします。※本会への

直接応募は、学校・個人ともに受け付けておりません（ただし、国立・都立・私立の作品

を受け付ける窓口がない場合は、本会へ別途お問い合わせください）。 
＜応募の流れ＞ 
 
 
 
 
          ↑             ↑ 
        地区団体締切日     東京都学校歯科医会締切日（9 月 10 日） 

         （各地区に要確認）      

 

【公益社団法人東京都学校歯科医会への応募方法】 
 （１）各地区の審査で選ばれた各部門の最優秀作品を、取りまとめいただく団体・組織（地

区学校歯科医会、地区歯科医師会、地区教育委員会等）を通じて、応募することがで

きます。 
 （２）別紙「推薦書」に必要事項を記載し、応募作品に添付して本会宛にお送りください。 
（３）作品の裏側にも、必ず正式な学校（園）名、学年、氏名（ふりがな）をご記入くだ

さい。作品に剥がれや折れなど破損がないよう、取扱いは慎重にお願いいたします。 
本会到着前または輸送中に生じた破損等については、本会では責任を負いません。 

 
【応募締切】  令和８年９月１０日（木）予定 ＊公益社団法人東京都学校歯科医会 必着 

              ※本会への直接応募は、学校・個人ともに受け付けておりません。 

【対象・応募部門・応募点数】 
（１）国公私立を問わず、東京都内の当該年度内に満４歳から満６歳になるすべての幼

児・小学校・義務教育学校・中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校の幼児、

児童、生徒の作品。 
（２）下記の６部門に分け応募できます。 

    ① 保育所・こども園・幼稚園の部     図画・ポスター  １作品 
    ② 小学校低学年（１年生～３年生）の部  図画・ポスター  １作品 
    ③ 小学校高学年（４年生～６年生）の部  図画・ポスター  １作品 
      義務教育学校の部           図画・ポスター 
    ④ 中学校の部     ポスター（ＣＧ作品の応募も可）     １作品 
      中等教育学校の部  ポスター（ＣＧ作品の応募も可） 

学校等から
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東京都学校歯科医会
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    ⑤ 高等学校の部    ポスター、ＣＧ作品 １校につき合計で２作品 

（※応募パターン： 1）ポスター２作品 2)ＣＧ２作品 3)ポスター１作品とＣＧ１作品） 

    ⑥ 特別支援学校の部  図画・ポスター           １作品 
＊義務教育学校（前期課程：小学校低学年、小学校高学年、後期課程：中学校）及び中

等教育学校（前期課程：中学校、後期課程：高等学校）については、作者の学年に応

じた教育課程ごとに各部門に組み入れて審査を行います。 
  ＊特別支援学級に在籍する児童・生徒は、特別支援学校の部での応募となります。 
 （３）複数の児童・生徒による合作の応募はできません。 
 
【選考の基準・注意事項】 
（１）画用紙の大きさは四ツ切サイズ（CG の場合 B3 サイズ）とします。 

   （これ以外の用紙での応募も認めますが、審査において不利になる場合があります）。 
（２）むし歯の予防を訴えるだけでなく、歯肉の健康、よく噛むことの大切さなど食を通

した歯・口の健康づくりや口腔機能の健全な育成、望ましい生活習慣の形成、また、

歯・口の外傷予防の大切さを訴えるなど。 
（３）作者が当該年度に作成した作品を応募すること。 
（４）作品はいずれも未発表のものとし、他団体の主催するコンクール等に応募していな

いこと（ただし、本会コンクールへの応募のために各地区で主催・審査するコンク

ールは可）。 
（５）複数の児童・生徒による合作は審査対象外になります。 
（６）ポスターの場合、表記は「虫歯」、「ムシ歯」ではなく、ひらがなで「むし歯」、ま

た「歯磨き」ではなく「歯みがき」とすること。「むし歯」「歯みがき」以外の表記

は、受賞の対象外になります。※図画ポスターコンクール応募に際しての注意事項参照 

（７）アニメキャラクターを模倣した作品、特定の歯科用品名・商品名等が記載された作

品は、著作権等の問題から受賞の対象外となりますのでご注意ください。 
 
【審 査】 
（１）各地区の学校歯科医会、歯科医師会または教育委員会等から送られた応募作品に対

し、公益社団法人東京都学校歯科医会は審査会を設置し、上記「選考の基準」により

審査を行い、入賞者を決定します。 
   

①  審査部門 
保育所・こども園・幼稚園の部 
小学校低学年（１年生～３年生）の部（義務教育学校前期課程を含む） 
小学校高学年（４年生～６年生）の部（義務教育学校前期課程を含む） 
中学校の部（義務教育学校後期課程および中等教育学校の前期課程を含む） 
高等学校の部（中等教育学校の後期課程を含む） 
特別支援学校の部（特別支援学級を含む） 

② 入賞者数 
各部門の入賞者数は、以下のとおりとします。 
第１位 １名 
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第２位 ２名以内（応募総数に応じて審査の際に決定する） 
第３位 ３名以内（応募総数に応じて審査の際に決定する） 
佳 作 第１位から第３位入賞以外の者 

 
（２）各部門第１位となった作品は、公益社団法人日本学校歯科医会主催の「令和８年度

歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」に、本会代表作品として推薦しま

す。 
 
【審査日】 令和８年９月１７日（木）予定 

 
【表 彰】 
（１）２位以下の入賞者（佳作を含む）には、公益社団法人東京都学校歯科医会より賞状・

副賞が授与されます。 
 （２）各部門の１位入賞者は、令和９年２月開催予定の「第６１回東京都学校歯科保健研

究大会」表彰式にてご登壇いただく予定です。当日は、本会の賞状・副賞に加え、東

京都教育委員会、公益社団法人東京都歯科医師会より賞状を贈呈します。 
 
【応募作品等の返却】 
（１）全作品（原画）及び２位・３位・佳作の賞状・副賞は、審査終了後１１月中旬頃に、

応募団体・組織（地区学校歯科医会、地区歯科医師会、地区教育委員会等）宛てに郵

送しますので、そちらから各学校を通じて作者へご返却をお願いいたします。 
※作品原画の返却をお急ぎの場合は、別途本会事務局までご連絡ください。 

（２）各部門１位の方の賞状・副賞は、前述の表彰式にてお渡しする予定です。 
   ご案内は令和９年１月に学校宛に送付いたします。 

 （３）１位～３位の入賞作品のコピーは、市ヶ谷駅ギャラリーコーナーに展示予定です。 
 
【備 考】 

審査結果については、受賞された方の学校（園）名・学年・氏名を、審査会終了後に東

京都学校歯科医会ホームページに掲載する予定です。また後日、「東京都学校歯科保健研

究大会要項」、「カレンダー」及び「本会会誌」にも掲載されます。 
① 氏名等の記載に異議のある場合は、当該学校もしくは教育委員会等へご確認のうえ、

本会までご連絡ください。 

② 氏名等の公表につきましても当該学校もしくは教育委員会等へ確認のうえ、公表に

異議がある場合は、あらかじめ東京都学校歯科医会へご連絡ください。 
その他、応募に際してご不明な点がある場合は、下記本会事務局へお問い合わせく

ださい。 

 
■公益社団法人東京都学校歯科医会  

住 所：〒102-0073 東京都千代田区九段北４－１－２０歯科医師会館２Ｆ 
ＴＥＬ：０３（３２６１）１６７５ ＦＡＸ：０３（３２２２）６５２８ 
E-mail: tasd@tasd.or.jp      URL: https://www.tasd.or.jp/  


